
掛 川 市 公 告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定に基づき許可した開発行為に関する工

事が完了したので、同法第36条第３項の規定により公告する。

平成27年８月13日

掛川市長 松 井 三 郎

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

掛川市紅葉台10-５、51、52-２、52、67-３、68-４、68-５、69、85、86-１、86-２、86-３、

86-４、86-５、86-６、87-１、87-２、98、102-１、102-２、103-１、103-３、103-４、103-

５、104-１、104-２、104-３、104-４、104-５、105-２、105、107-１、107-11、108-２、108-

３、109-２、109-３、110-２、110-３、111-２、111-３、529、530-１、530-２、531、532、

533、541-２、551-７、557-１、557-２、557-３、557-４、558-２、558、559-５、559-７、559

-８、559-10、559-11、559-13、559-14、559-15、560-２、560-３、581-12、604-２、738-46、

749-17、761-１、761-２、762-２、763、764-１、764-３、764-５、764-６、764-７、764-８、

764-10、764-11、764-12、764-13、764-14、764-15、764-16、764-17、764-18、764-19、764-

31、764-40、764-53、765-13、765-26、765-27、765-38及び765-41の全部並びに53-１、66、68

-３、70、72-２、84-１、84-３、107-３、107-４、107-６、107-８、551-６、555、557-５、

559-２、559-３、559-４、559-６、559-17、560-１、561-64、581-６、581-18、581-21、738-

47、764-21、764-23、764-25、764-27、764-29、764-33、764-38、764-39、764-41、764-42、

764-44、764-45、764-46、764-48、765-７、765-10及び765-15の一部

掛川市杉谷二丁目88-１及び88-４の一部

掛川市青葉台581-24の一部

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

京都市西京区大枝東長町２番地34

株式会社 大髙

代表取締役 林 省三


